
よくある質問⑳

（答20-1）
失業保険制度の再就職手当は、会社を離職
後、失業保険の手続き（離職票をハローワーク
に提出し、併せて仕事探しの申し込み）をした
後に、早めに再就職をした場合に該当する手
当になります。

そのため、会社を離職後、失業保険の手続き
をする前に再就職をした場合や、失業保険の
手続きをする前に内定をもらっている会社に
再就職した場合、再就職手当は該当しません。

※再就職手当は支給要件を全て満たしている場合に該
当します。詳しくは厚生労働省のホームページ内にある
リーフレットをご確認ください。

就職促進給付について｜厚生労働省

※なお、失業保険の手続きをする前に、次の就職先が決まっ
ている場合、原則失業保険の手続きはできません。（問1-3を
参照ください。）

問20-1 来月退職することが決まっ
ているため、在職中のうちから就職活
動をしています。先日、面接を受けたA
社から在職中に内定をもらいました。
A社へ再就職する場合、再就職手当は
もらえますか。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135058.html


問20-2 ２か月前に退職しました。退

職後、失業保険の手続きに来る前にA
社から内定をもらいました。

A社へ再就職する場合、再就職手当
はもらえますか。

（答20-2）
失業保険の再就職手当は、会社を離職後、
失業保険の手続き（離職票をハローワークに
提出し、併せて仕事探しの申し込み）をした後
に、早めに再就職をした場合に該当する手当
になります。

そのため、会社を離職後、失業保険の手続き
をする前に再就職をした場合や、失業保険の
手続きをする前に内定をもらっている会社に
再就職した場合、再就職手当は該当しません。

※再就職手当は支給要件を全て満たしている場合に該
当します。詳しくは厚生労働省のホームページ内にある
リーフレットをご確認ください。

就職促進給付について｜厚生労働省

※なお、失業保険の手続きをする前に、次の
就職先が決まっている場合、原則失業保険の
手続きはできません。（問1-3を参照くださ
い。）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135058.html


問20-3 自己都合で退職した人は、再
就職手当を受給する要件に、ハロー
ワークから紹介状をもらい、紹介状に
記載されている会社に採用されている
ことが必要だと聞いたのですが、そう
なのでしょうか。

（答20-3）
自己都合や重責解雇で退職した場合、失業
保険（基本手当）の手続き後、待期期間満了後
にさらに１か月～３か月（重責解雇で退職した
方は３か月）の給付制限期間があります。

待期期間満了後の１か月間に再就職した場
合、ハローワークまたは許可・届け出のある職
業紹介事業者の紹介により就職していること
が、再就職手当の要件の一つになります。



問20-4 問20-3に書かれている
「許可・届け出のある職業紹介事業者」
かどうかは、どうやって調べればいい
のでしょうか。

（答20-4）

利用している（利用を検討している）
職業紹介事業者へ直接ご自身から電話
等で確認してください。

また、許可・届け出のある職業紹介事
業者については、下記サイトから確認で
きますので、必ずご自身でご確認くだ
さい。

厚生労働省職業安定局 人材サービス総合
サイト - トップページ

※職業紹介事業者とは、求職者と求人者の中
間に立ち、雇用関係を円滑に成立させるため
の「あっせん」を行っている事業者です。

https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB101010.do?action=initDisp&screenId=GICB101010
https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB101010.do?action=initDisp&screenId=GICB101010
https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB101010.do?action=initDisp&screenId=GICB101010
https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB101010.do?action=initDisp&screenId=GICB101010
https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB101010.do?action=initDisp&screenId=GICB101010


問20-5 失業保険の手続き後に就職
が決まり、ハローワーク給付課の窓口
で就職の報告の手続きをしました。

その際、再就職手当に該当する可能
性があると言われ、申請書一式をもら
い、先日、再就職職手当の申請をしまし
た。申請後、再就職手当はすぐにもら
えますか。

（答20-5）

再就職手当は支給要件を全て満たし
ているか審査したうえで支給の可否を
判断いたします。そのため、支給の要件
を全て満たしていない場合は支給され
ません。

また、再就職手当支給申請書一式を
受理後、約１か月半前後で支給の可否
（審査結果）を郵送で通知いたします。

（例） ５月15日に再就職手当支給申請書一式を受理
↓

６月３０日頃までに郵送で審査結果を通知

※４月・５月の申請分については、通常よりも
審査に時間がかかる場合があります。

※申請後すぐに支給されるわけではありませ
ん。あらかじめご了承ください。



※なお、以下の場合、再就職手当の審
査に時間がかかります。あらかじめご
了承ください。

（審査に時間がかかる例）

⚫審査に必要な書類が揃っていないま

ま申請された場合

（不備書類がある場合）

⚫申請書内に記入漏れがある場合

⚫再就職先の事業主が雇用保険の加

入手続きをしていない場合



問20-6 近く失業保険の手続きを考
えています。早めに就職した場合、再就
職手当は必ずもらえますか。

（答20-6）
再就職手当は、支給要件を全て満た
しているか審査したうえで支給の可否
を判断いたします。

そのため、早めに就職しても必ず支給
されるわけではありません。あらかじめ
ご了承ください。

支給要件は詳細は厚生労働省のホー
ムページ内にあるリーフレットをご確認
ください。

就職促進給付について｜厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135058.html


問20-7 近く失業保険の手続きを考
えています。早めに就職し支給要件を
全て満たした場合、再就職手当がいく
らもらえるか教えてください。

（答20-７）
再就職手当は、離職理由、基本手当日額（問
15参照）、所定給付日数（問16参照）、就職日
などによって個々に異なりますので、お答え
できません。

再就職手当の計算方法は、以下のとおりで
す。参考にしてください。



（例１）

・離職日 令和８年３月３１日（自己都合により離職）
・基本手当日額 4,000円
・所定給付日数 ９０日
・失業保険の手続き日（受給資格決定日） ４月１３日
・就職日（ハローワーク紹介で就職） ５月 １日

■所定給付日数90日に対して、基本手当の支給残日数が90日です
ので給付率は７０％となります。
■給付制限期間中の就職のため、支給残日数は90日となります。

離
職
日

受
給
期
間
満
了
日

受
給
資
格
決
定
日

待
期
期
間
満
了
日

待
期
期
間
満
了
日
の
翌
日

3/31 4/13 4/19 4/20

給
付
制
限
期
間
（１
か
月
）の
末
日

5/19

就
職
日

5/1

90 4,000 70 252,000



（例２）

・離職日 令和８年３月３１日（会社都合により離職）
・基本手当日額 4,000円
・所定給付日数 １５０日
・失業保険の手続き日（受給資格決定日） ４月１３日
・就職日（求人誌を通して就職） ５月 １日

■所定給付日数150日に対して、基本手当は待期期間満了後の
４/20から就職日の前日の４/３０まで１１日分を支給。

■就職日の前日まで基本手当を支給後、支給残日数が１３９日
（１５０日－１１日）となるので、給付率は７０％となります。

離
職
日

受
給
期
間
満
了
日

受
給
資
格
決
定
日

待
期
期
間
満
了
日

待
期
期
間
満
了
日
の
翌
日

3/31 4/13 4/19 4/20

就
職
日
の
前
日

4/30

就
職
日

5/1

139 4,000 70 389,200



問20-8 失業保険の手続きをしまし
た。基本手当日額が「7,800円」でした。
再就職手当の計算もこの7,800円で
計算していいということでしょうか。

（答20-8）
再就職手当に係る基本手当日額には
上限額があります。そのため、上限額を
超えている方については、上限額の金
額で計算されます。

令和８年７月３１日までの上限額は以
下のとおりです。

離職時の年齢が６０歳未満の方 6,570円
離職時の年齢が６０歳以上６５歳未満の方 5,310円

なお、再就職手当に係る基本手当日額の上
限額は、毎年８月１日に改定があります。最新
の情報は、厚生労働省ホームページ内にある
リーフレットからご確認をお願いします。

就職促進給付について｜厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135058.html


問20-9 失業保険の手続き後、パート
やアルバイトで再就職しても再就職手
当の対象となりますか。

（答20-9）
パートやアルバイトの名称にかかわら
ず、週の所定労働時間が２０時間以上
の就職（雇用保険の被保険者になる就
職）であり、かつ、他の支給要件も全て
満たしている場合再就職手当の対象と
なります。



問20-10 失業保険の手続き後、正社
員ではなく「６か月毎に契約を更新す
る契約社員」として再就職しても再就
職手当の対象となりますか。

（答20-10）
６か月毎に契約を更新する契約社員
（期間の定めのある雇用契約）であって
も、採用時点において１年を超えて勤
務することが確実である雇用契約であ
り、かつ、他の支給要件も全て満たして
いる場合再就職手当の対象となります。

採用時点において１年を超えて勤務
することが確実である、かどうかにつ
いては、再就職手当支給申請書内にあ
る「事業主の証明欄」で証明された内容
を審査して判断いたします。



問20-11 前職と再就職先が同じ派遣
会社の場合、再就職手当はもらえます
か？

（答20-11）
派遣元が同じ場合、就業先（派遣先）
が異なっても再就職手当は対象外とな
ります。

（例）
●派遣会社A（派遣元）で採用され、派遣先Bで就労

↓
●その後、派遣会社A（派遣元）を退職後、失業保険の
手続き

↓
●派遣会社A（派遣元）で再就職し、派遣先Cで就労予定
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